
 

 
＊令和２年８月～「徘徊 SOSネットワークまつさか」は「おかえり SOSネットワークまつさか」に名称変更しました 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

数分以内に、登録用ＵＲＬが 

記載されたメールが届きます 

 

おかえりＳＯＳ見守りメール 

 

メールサービスの仮登録が完

了しました。 

以下のＵＲＬから一週間以内

に本登録を実施してくださ

い。 

https・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・ 

 

ＱＲコードを読み取り、 

空メール（件名・本文不要）を 

送信してください 

 
QR コード読取が出来ない場合は

fukushi.matsusaka-
wlf@raiden.ktaiwork.jp宛に送信し

てください。 

 

免責事項をご確認ください 

氏名を入力し、グループを

選択して「次へ」を押します 

 

 

入力内容を確認し、 

「登録」を押します 

登録完了です 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

※数分以内に、登録完了のお知らせメ

ールが届きます。このメールには、登

録内容変更・配信解除用のＵＲＬが記

載されています。 

 

免責事項 

 

・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・ 

・ 

・ 

次へ 

ユーザー情報登録 

 

○メールアドレス 

  ・・・・・・・・ 

 

次へ 

設定内容の確認 

 

次の内容でよろしければ

「登録」を、再度編集 

する場合は「戻る」を 

選択してください。 

 

○メールアドレス 

 ・・・・・・・・・・ 

    

戻る    登録 

おかえりＳＯＳ見守りメ

ールへの登録が完了致し

ました。 

 

登録内容の変更・配信解除

は次のリンク先にアクセ

スしてください。 

https://ssl……… 

 

≪お問合せ≫  多気町健康福祉課 （包括支援係） 

電話：０５９８-３８-１１１４  FAX：０５９８-３８-１１４０ 

※なお、おかえりＳＯＳ以外にも、消費者被害に関する情報も配信する予定です。 

※裏面もご覧ください。なおメールの受信ができないときは、携帯会社の窓口までご相談ください！ 

１ 

ここを選択し、接続 

２ ３ 

４ ５ ６ 

多気町では、認知症の高齢者が行方不明となられたとき、地

域の皆さまのご協力で早期発見・保護につながるよう、携帯等

へのメール配信による見守りをはじめました。 

この「おかえりＳＯＳ見守りメール」を受信するには、登録が

必要です。登録は無料です。 

※ただし携帯機器やメール通信費用等は登録者の負担となります。 

認知症の方（事前登録済）

に、早期発見に役立つ靴

に貼る黄色シールを進呈 

※受信指定をしている場合は、raiden.ktaiwork.jpを受信できるように設定して下さい。 



★おかえりＳＯＳ見守りメールは、次のようなことを配信します。 

①認知症による行方不明の方がでたとき 

②行方不明の方が、無事に発見されたとき 

③消費者被害（悪質商法など）が発生したという情報が入ったとき 

④行方不明を想定した訓練用メールを配信するとき など 

 

 

★おかえりＳＯＳ見守りメールは、次の方々への配信を予定しています。 

個人の方へは、主に携帯へのメール配信となります。（3,000 件登録可能） 

配信希望の方は、是非登録をお願いします。 

 

配信先グループ名 詳  細  内  容 

①公的機関 市町の職員、松阪警察署、地域包括支援センター職員など 

②介護事業所 介護サービスを行っている事業所の方 

③民生児童委員 現在、民生児童委員の方 

④民間企業 ライフライン関係、銀行の方など 

⑤地域ボランティア 認知症サポーターの地域の方など 

⑥ＦＡＸ連絡先 公共施設等 

 

 

★実際に行方不明の方を見かけたときは、どうすればよいのでしょう？ 

内  容 確 認 い た だ く 状 況 と 対 応 例 

本人の様子 道に迷っていると思われる高齢者を見かけたら次のことを確認しましょう 

・靴に目立つ黄色のシールが貼られている（多気町の登録反射材シール） 

・季節はずれの服装や、寝巻姿で歩いている。 

・ちぐはぐな履物を履いていたり、素足で歩いているなど不自然。 

・思いつめたように一点を見つめて歩いているとか、視線が定まらない。 

・持ち物に名札（連絡先）がついている、など 

発見したとき 相手を驚かせないよう、つぎのことに気をつけましょう。 

・急に近づかない（一定の距離をおき、まずは見守る） 

・大声で声かけしない（あいさつなど笑顔で声をかける） 

・後ろから声をかけない（前にまわって、ゆっくり声かけ） 

・矢継ぎ早に質問しない 

声の掛け方 やさしく次のように声をかけてみてください。 

・「こんにちは」 

・「お出かけですか」 

・「ご自宅はどちらですか」 

・「何かお手伝いしましょうか」 

・「すこし休まれてはいかがですか」 

その後の対応 ・「ちょっと困っている方がいます」などと、警察へ通報してください。 

 松阪警察署への電話は、☎0598-53-0110まで。 

（注）考えすぎると、声かけが難しくなるので、普通の感じで声かけをお願いします。 

 

 

また健康福祉課に入ってきた消費者被害（悪質商法など）の発生情報もメールさせてい

ただく予定です。ご自身も含め、ご近所の高齢者の見守りなどにご活用ください。 

                  多気町健康福祉課（☎0598-３８-１１１４） 
 


